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※困
こま

ったときには、このタブレットの使い方をもとに考
かんが

えたり、話
はな

し合
あ

ったりしましょう。 

【マナーを守
まも

って使いましょう。】 

〇 タブレットを他人
たにん

に貸
か

したり、使
つか

わせたりしてはいけません。また、自分
じぶん

のＩＤやパスワードを他人
たにん

に教
おし

えません。 

〇 許可
きょか

なく音声
おんせい

、画像
がぞう

、動画
どうが

、ソフトウェアをダウンロード、アップロードすることは禁止
きんし

です。 

〇 自分
じぶん

や他人
たにん

の個人
こじん

情 報
じょうほう

（名前
なまえ

、住 所
じゅうしょ

、電話番号
でんわばんごう

、メールアドレス、写真
しゃしん

など）は、インターネット 上
じょう

には絶対
ぜったい

にあげません。 

〇 ＳＮＳ
えすえぬえす

には、相手
あいて

を傷
きず

つけたり、嫌
いや

な思
おも

いをさせたりすることを絶対
ぜったい

に書
か

き込
こ

みません。 

〇 カメラで人
ひと

を撮影
さつえい

したり、人
ひと

の持
も

ち物
もの

などを撮影
さつえい

したりするときには、勝手
かって

に撮
と

らず、 必
かなら

ず許可
きょか

を

得
え

るようにしましょう。 

〇 使
つか

い方
かた

が悪
わる

く破損
はそん

、故障
こしょう

した場合
ばあい

、また、故意
こ い

に紛
ふん

失
しつ

した場合
ばあい

は、学校
がっこう

と教 育
きょういく

委員会
いいんかい

で協議
きょうぎ

の上
うえ

、

補償
ほしょう

を求
もと

める場合
ばあい

があります。丁寧
ていねい

に 扱
あつか

うようにしましょう。 

〇 壊
こわ

れることがないように、ケースに入
い

れて運
はこ

んだり、水筒
すいとう

と一緒
いっしょ

のかばんに入
い

れたりしません。 

〇タブレットは学習
がくしゅう

に使う道具
ど う ぐ

です。“学
ま な

び”のために使
つ か

います。 

〇個人
こ じ ん

情報
じょうほう

の取
と

り扱
あつか

いに気
き

を付けて使
つ か

います。 

〇借
か

りているものなので、大切
た い せ つ

に使
つか

います。 
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